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【産業財産権法の刑事罰】 

特 実 意 商 両罰 

侵害罪 

（㊤直接侵害） 

（㊦間接侵害） 

10(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

10(併) 

(３億) 

10(併) 

(３億) 
○ 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 

５(併) 

(３億) 
○ 

詐欺罪 
３ 

(１億) 

１ 

(0.3 億) 

１ 

(0.3 億) 

３ 

(１億) 
○ 

虚表罪 
３ 

(１億) 

１ 

(0.3 億) 

１ 

(0.3 億) 

３ 

(１億) 
○ 

偽証罪 ３月～10 年の拘禁刑 × 

秘密漏洩盗用罪 

（特許庁職員） 
１年以下・50 万以下 × × 

秘密漏洩盗用罪 

（査証人） 

1 年以下 

50万以下 
× × × × 

秘保命違反罪 

（親告罪） 

５（併） 

(３億) 
○ 

・嫌や（特 188）、行くや（特 198条）の虚偽表示

・侵秘な併科（併科が課されるのは、侵害罪と秘密保持命令違反のみ）

・秘偽に両罰なし（秘密漏洩罪と偽証罪には両罰規定は適用されない）

・所轄（証・鑑・通）の佐藤（量刑…３月～10年）が偽証した。

・判謄、異審の確前に、自白減免、199条２項

（はんと、いしんのかくまえに、じはくげんめん、いくくにこう） 

・深刻な秘密を保持している（秘密保持命令違反の罪は親告罪）

・としいえさん行くな。詐欺に会うぞ。（特許、審決、異議立、延長登録）（３年）（197条） 

  来ないで直ちゃん１年間（実57条、意70条→１年）、 

  ３年たったら泣くからね（商79条→３年） 

・証人→懲役、 当→過料（特202条、実62条、意75条、商83条）

・煮干し（204）特実ムシ（64）、意ナナ（77）、箱（85）に収まる商標法

・過料…虚偽陳（特202、実62、意75、商83）、

拒んで（特203、実63、意76、商84）、 

不提出（特204、実64、意77、商85）。 

商標法だと81条２項（はいにこう） 


